
浜松市のみちづくり計画（概要）

平成29年９月１日

土木部道路企画課
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次期みちづくり計画（計画年次：H29～H38）の策定について（1）
■計画の構成

■市民ニーズの把握（市民アンケート結果より）

■本計画の位置付け（上位計画との関係性）

• これからの道路整備の方向性として、「つかう・つくる」よりも「まもる」を重視すべきとの意見がやや多くみられます。
• 新設、拡幅等の面では、渋滞のない道路や、歩行者や自転車が安全・快適に通行できる道路が求められています。
• 維持管理、更新面では、走行や歩行の安全性・快適性の維持や路面の異常・障害に起因する事故の防止等、身近な道
路の維持管理が求められています。

＜これからの道路整備の方向性について、重視すべきと思うもの＞

新設、拡幅等（つかう・つくる）
例えば、バイパスの整備、車道・歩道の拡幅
等を実施し、道路の使いやすさを向上させる
こと。

維持管理・更新等（まもる）
例えば、老朽化した橋やトンネル等の計画
的な点検・修繕・架替、舗装の穴埋め、街
路樹の手入れ等を実施し、道路を常に良
好・安全な状態に保つこと。

12.8 12.0 11.7 11.3 10.7 9.9 9.0 8.3 7.9 7.6 7.3 

52.5 
52.9 

52.7 
50.5 47.9 46.0 44.4 42.4 39.9 36.5 34.0 

11.3 13.7 16.1 18.3 21.1 22.6 23.4 

24.0 24.5 25.4 
25.2 

15%

17%

20%

23%

26%

29%
30%

32%
34%

36%
38%

15%
17%

20%

23%

27%
29%

30%
32%

33%36%
38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52 H57

高
齢
化
率
（％
）

人
口
（万
人
）

76.7 78.6 80.4 80.1 79.6 78.5 76.8 74.8 

72.4 69.5 
66.4 

2,668
2,546

2,660 2,750 2,692 2,703 2,741
2,949 2,952

3,264

250 234 184 154 203 193 215 234 221 217

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

億円 一般会計予算額 道路費予算額 道路費の割合

0

20

40

60

80

100

120

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

億円
道路整備費（郊外） 街路整備費（都市内）

交通安全費 保全費（維持修繕+防災対策）

102億円

60億円

29億円

26億円

人対車両, 501件, 

6.0%

正面衝突, 81件, 

1.0%

追突, 3,540件, 

42.3%

出会頭, 2,342件, 

28.0%

追越等, 66件, 

0.8%

右左折, 771件, 

9.2%

車両相互その他, 710件, 

8.5%

車両単独, 365件, 4.4%

平成28年中

人身事故件数

８,３７６件

3

2

2

2

7

4

3

2

37

50

60

67

5

8

4

3

14

13

12

10

33

25

19

16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

浜松市

（S50）

（S60）

（H7）

（H19）

鉄道 バス 自動車 バイク 自転車 徒歩

■都市計画マスタープラン

●全体予算と道路事業費の推移 ●つかい・つくる・まもる予算の推移

〈まもる〉
131億円

〈つくる〉
86億円

保全費

道路整備費

交通安全費

街路整備費

●人口の推移・推計 ●自動車分担率

約７割 自動車
への依存大

・
自
動
車
分
担
率
の
増
加

・
公
共
交
通
へ
の
シ
フ
ト
が
必
要

●事故の累計（全体）

■道を「つかい、つくり、まもる」の課題
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●道路管理延長（総延長）

道路延長 8,482km

●緊急輸送路・雨量規制区間

点検 診断

措置記録

メンテナンスサイクル

●メンテナンスサイクル（5年）

人口減少に伴う都市機能の持続が課題

中でも生活道路に
おける「通学路対
策」は必須事項

膨大な道路施設を
５年に１度のサイク
ルで点検・修繕

緊急輸送路の耐震化・雨
量規制区間の土砂災害を
未然に防ぐ対策が必要
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●製造品出荷額（政令市） 産業の発展を道路で支える必要性

政令市 ワースト１
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次期みちづくり計画（計画年次：H29～H38）の策定について（2）
■”みちづくりの基本方針”の設定

水窪IC(仮)

水窪北IC(仮)

佐久間IC(仮)

浦川IC(仮)

小嵐IC(仮)

■道路整備プログラムの設定

■道路整備プログラム
●「課題」、「上位計画」、「市民ニーズ」を踏まえ、方向性を導いた上で、５つの基本方針を設定します。

◆実施候補（メニュー）◆基本方針

基本方針1：「拠点間を移動しやすいみちづくり」 事業予定箇所図のイメージ
◆道を「つかい、つくり、まもる」上での課題

基本方針２ 地域のにぎわい・魅力
を高めるみちづくり

浜松市が目指す拠点ネットワーク型都市構造を形成する拠
点間において、市民や事業者等の移動のしやすさを確保す
ること、また各拠点と高速道路ICとを結び高速道路を使いや
すくすることで、生活・都市活動、経済活動の活性化や観光
交流の促進を図ります。

また、幹線道路の整備により、当該道路および生活道路の
事故件数減少が期待されます。

基本方針１ 拠点間を移動しやすいみ
ちづくり

基本方針３ 安全・安心なみちづくり

基本方針４ 災害に強いみちづくり

基本方針５
道路インフラの適切な維
持管理

景観に配慮したみちづくりや、自動車以外の交通手段を利
用しやすいみちづくり、誰もが移動・回遊しやすいみちづくり
を推進することで、にぎわい・魅力ある地域を創出します。

自動車の走行速度を抑制する対策を講じることにより、身近
な生活道路の安全・安心を確保します。

特に、通学路においては重点的な交通安全対策を推進します。

南海トラフ巨大地震や風水害、土砂災害等の激甚化する大
規模災害に備え、市民の命を守る強靭な道路ネットワークの
形成や、高次医療施設等へのアクセス性を強化することで、
災害時等の円滑な緊急物資輸送や迅速な救援･救急活動を
支援します。

道路施設の老朽化対策や効率的・効果的な維持管理を進め、
道路の整備・保全・活用の道路マネジメントサイクルを確立す
るとともに、市民との協働による維持管理を推進し、親しみあ
ふれる道路空間を創出します。

◆基本方針◆道を「つかい、つくり、まもる」方向性

【浜松市総合計画】
・都市の将来像：市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜
松』
・まちづくりの基本的な考え方：コンパクトでメリハリの効いたまちづく
り
・歩行者や自転車等に優しいまちなかの形成
・公共インフラ等ハード整備を進め、自然災害被害を低減化

◆浜松市の将来像・関連計画

◆市民ニーズ

『
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【つかう・つくる】

【まもる】

d. 過度な自動車依存に起因する
市中心部の渋滞

f. 南海トラフ巨大地震の高い発生確率、
雨量規制区間が多く指定

g. 政令市の中で最も多い道路施
設を有す

市内の道路状況に関するも
ので、不満足の割合が高い
のは、「自転車通行環境」、
「歩行環境」

道路の新設、拡幅等よりも、
維持管理・更新等の方を重
視すべきという意見の方が
多い

道路の新設、拡幅等で求め
るものの最上位は「渋滞の
ない道路の整備」

道路の維持管理、更新等
で求めるものの最上位は
「走行や歩行の安全性・快
適性の維持」

a. 人口減少、高齢化、
分散化

b. ものづくり産業、農林
業が盛んな浜松市

c. 多様な観光資源を有
する浜松市

e. 政令市の中で人口10万人あたりの
人身交通事故件数が７年連続
ワースト１

【浜松市都市計画マスタープラン】
• 将来都市構造：拠点ネットワーク型都市構造
• 地域景観と調和させ、心地よい景観を創出

【浜松市公共施設等総合管理計画】
• 基本的指針：インフラ資産の予防保全と長寿命化

④都心部や観光地の活性化

⑤人々が行き交う“みちづくり”

⑥交通安全の確保」

①都市機能の維持

②地元産業力の強化

③市中心部の渋滞解消・緩和

⑦甚大な被害が想定される道
路施設

⑧膨大な道路施設の維持管理

【浜松市交通安全計画】
• 人優先の交通安全対策の更なる推進を図る

課題 - a

課題 ‒ b,c

課題 ‒ d

課題 ‒ c

課題 ‒ e

課題 ‒ f

課題 ‒ g

基本方針２

地域のにぎわい・魅力
を高めるみちづくり

基本方針１

拠点間を移動しやすい
みちづくり

基本方針３

安全・安心なみちづくり

基本方針４

災害に強いみちづくり

基本方針５

道路インフラの適切な
維持管理

• 高規格幹線道路の整備（三遠南信自動車道等）
• スマートＩＣの整備
• 高速道路ＩＣ等へのアクセス道路の整備
• 環状・放射道路の整備（立体化等）
• 幹線道路・都市計画道路の整備
• 道路拡幅・改良、交差点改良
• 鉄道の単独立体交差事業 等

• 駅自由通路、駅前広場の整備
• 駐車場、駐輪場の整備
• 道路緑化
• 景観に配慮した道路案内標識、防護柵等の整備
• 大規模自転車道や自転車走行空間の整備
• ユニバーサルデザイン化（交差点の平面横断化、フラッ
トな歩行空間の整備等）、・道路愛護制度の推進

• 公共交通の利便性向上施策 等

• 通学路の交通安全対策
• ゾーン３０等生活道路の交通安全対策
• 交通事故多発箇所の事故対策
• 歩道設置やカラー舗装等の交通安全対策
• 側溝の蓋掛や防護柵設置等、身近な生活道路の安全
対策、道路照明灯のLED化

• 交通安全啓発 等

• 橋梁の耐震対策
• 道路法面の防災対策
• 無電柱化の推進 等

• 長寿命化計画（橋梁、舗装、トンネル、シェッド、大型カル
バート、横断歩道橋、門型標識等）に基づく点検・修繕）

• 日常点検（道路パトロール 等）
• 市民ニーズを踏まえた維持・修繕の実施 等
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凡例

事業予定箇所

拠点ネットワーク（供用済）

拠点ネットワーク（未整備）

２

・ 拠点ネットワーク路線
・ 高規格幹線道路（高速道路）
・ 高速道路ＩＣアクセス（国道直轄事業アクセス含む）
・ 工業団地等アクセス
・ 幹線道路（国県道・市道・街路）及び幹線道路を補完する道路
・ 事業費が約5億円以上の事業

掲載する主な事業のイメージ
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※救命救急ｾﾝﾀｰは拠点間ﾈｯﾄﾜｰｸにより救急医療面での機
能も確保されることを確認するために図示

※白丸は域外の拠点を示す
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※線の太さは拠点間の重複状況を示す

追分

住吉

浜松SA
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小林
駅

拠点間ネットワーク
生活
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観光

次期みちづくり計画（計画年次：H29～H38）の策定について（3）
基本方針1：「拠点間を移動しやすいみちづくり」 拠点ネットワークの考え方

※拠点の設定は、「都市計画マスタープラン」、
「立地適正化計画」で設定された拠点と整
合します。

※市中心部への自動車交通集中の分散化に
おいては、環状道路（内環状・市街地環
状）の機能が重要であり、拠点間道路だけ
でなく整備・検討を行います。

◆道を「つかい、つくる」の方向性

①都市機能の維持

②地元産業力の強化

③市中心部の渋滞解消・緩和

基本方針１

拠点間を移動しやすい
みちづくり

• 高規格幹線道路の整備（三遠南信自動車道等）

• スマートＩＣの整備

• 高速道路ＩＣ等へのアクセス道路の整備

• 環状・放射道路の整備（立体化等）

• 幹線道路・都市計画道路の整備

• 道路拡幅・改良、交差点改良

• 鉄道の単独立体交差事業 等

拠
点
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
検
討

◆実施候補（メニュー）

●拠点間の道路の結び方について
・ 相互に関連する拠点を円滑に結ぶ
・産業輸送・観光輸送等の広域連携
（ＩＣと市内拠点、空港と市内拠点等）

人口減少社会への対応

産業・観光の発展

渋滞解消・緩和 → 幹線道路事故削減

●道路整備プログラム路線を設定（道路・街路整備）

拠点間ネットワークの道路を、１０年間（H29～H38）で
優先的に整備します。（継続事業が主）

財政状況を考慮

浜松市北部

舘山寺

駅周辺
弁天島

浜名湖

湖西
市役所

３

市内の拠点間の移動時間
30分を目指します


